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主 文 

      被告人を懲役３年に処する。 

      未決勾留日数中２５０日をその刑に算入する。 

理 由 

【犯罪事実】 

 被告人は，Ａ，Ｂ及びＣと共謀の上， 

第１ Ｄ（当時２８歳）を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐しようと企て，

平成３０年２月２３日午後１時１０分頃から同日午後１時５０分頃までの間，名

古屋市（住所省略）ＥＦ店において，被告人が資金運用の依頼名目で呼び出して

いた前記Ｄに対し，「同居人がＤさんと会って話をしたいと言っているので，会

ってもらえませんか。」などと虚偽の事実を言って，前記Ｄにその旨誤信させ，

よって，同日午後２時３分頃，前記Ａ，前記Ｂ及び前記Ｃが付近で待機している

同市（住所省略）ａｂ号室まで被告人が前記Ｄを同行した上，同室内に同人を入

室させ，もって生命又は身体に対する加害の目的で同人を誘拐し， 

第２ 同日午後２時８分頃から同日午後２時４９分頃までの間，前記ａｂ号室にお

いて，同人に対し，その両手首及び両足首を紐様のものでそれぞれ緊縛するなど

した上，同人を黒色手提げバッグ内に詰め込むなどし，同人を同室内から脱出す

ることを不可能にさせ，もって同人を不法に逮捕監禁し， 

第３ 同日午後２時８分頃から同日午後２時３５分頃までの間に，同所において，

同人に対し，その顔面を拳で複数回殴る暴行を加え，よって，同人に全治約３週

間を要する顔面打撲等の傷害を負わせた。 

【事実認定の補足説明】 

１ 争点 

   被告人及び弁護人は，第１（生命身体加害誘拐）の犯行について，被告人は

生命身体加害目的を有しておらず，共犯者と共謀した事実はないから無罪であり，

第３（傷害）の犯行について，被告人には正犯意思がなくその罪責は幇助犯にとど
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まると主張する。 

２ 前提となる事実 

   関係証拠によれば，第１，第３の各犯行に係る外形的事実，すなわち，被告

人が，ＡやＢの指示ないし意向に従って，資金運用の依頼名目で呼び出したＤ（以

下「被害者」という。）に対し，同居人が話をしたいと言っているので会ってほし

い旨嘘を言い，その旨誤信した被害者を，当時被告人とＣが同居していたａｂ号室

（以下「被告人方」という。）まで同行して誘拐したこと，また，その後，同所に

おいて，共犯者が被害者に対してその顔面を拳で複数回殴る暴行を加え，被害者に

顔面打撲等の傷害を負わせたことはいずれも明らかと認められる。 

 また，これらの前後を含む一連の経過の中での被告人の関与等について，関係証

拠によれば次の事実が認められる。 

  ⑴ 被告人は，Ｂの指示により，平成３０年２月１４日から，元々知り合いで

あった被害者に「最近初期金額の少ない利益出るビジネスありますか？」などとの

ＬＩＮＥメッセージを送信して被害者との接触を図り，同月１５日，被害者に会っ

て話をする約束を取り付けた。この間，被告人が，被害者とのＬＩＮＥメッセージ

のやり取りを撮影したスクリーンショットをＢに送信し，ＢがそれをＡに転送する

などした。 

  ⑵ 被告人は，同月１８日，名古屋市（住所省略）ＥＦ店において，被害者と

会って仕事の内容等を聞き出し，その後，被告人とＢは，その結果を報告するため，

ショッピングモールの駐車場でＡと会い，その際，Ａから，被害者の誘い出しに成

功したら報酬を支払うなどとの趣旨を告げられた。 

  ⑶ 被告人は，同月２２日午後１１時３０分頃，Ｃに「ガラステーブルだけ外

に出しといてだって」「割れるから」などとのＬＩＮＥメッセージを送信し，これ

に対し，Ｃは，「おけ」「ほかなにかやっておくことある？」などと返信して，その

後，被告人方に置かれていたガラステーブル（以下「本件ガラステーブル」とい

う。）をベランダに移動させた。 
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  ⑷ 被告人は，被害者に対し，再び投資の話を聞きたいなどと申し向け，同月

２３日，前記ＥＦ店で被害者と会い，被害者を被告人方に連れ出そうとしたものの，

一旦被害者に断られ，Ｂに電話でその旨連絡した際，Ｂから，同居人が話を聞きた

がっていると嘘を言って被害者を被告人方に連れてくるよう指示され，その指示ど

おり前記誘拐に及んだ。 

  ⑸ 同日午後２時３分頃，被告人が被害者を連れて被告人方に入った後，Ｃは，

被告人が被害者に告げていた虚偽の名目に係る同居人を演じて被告人方に入り，そ

れから間もなく，ＡとＢも被告人方に入った。 

  ⑹ その後，被告人は，Ａの指示を受け，Ｂ，Ｃと共に，被害者の身体を押さ

え付け，自身でその足首を紐様のもので縛り，その衣服をはさみで切断するなどし

た。 

  ⑺ 被告人は，同日午後２時４９分頃，被害者がＢに命じられて自らその中に

入った大型の黒色手提げバッグをＣと共に被告人方マンションから運び出し，これ

をＡの自動車の後部座席に乗せた。 

 ３ 検討 

  ⑴ア 以上のとおり，被告人は，Ｂの指示の下，被害者を同行して被告人方に

入室させるその実行役を担ったものであるところ，本件事件の前日には，Ｃに対し，

本件ガラステーブルを片付けておくよう指示しており，これは，Ｂらの指示をＣに

伝達したものと解される。この指示が，被害者を被告人方に連れてくれば，抵抗す

る被害者に対し，Ｂらが暴行を加えるなどの事態となる可能性が非常に高いと見込

まれることから，そうした事態に備えるため本件ガラステーブルを片付けておく必

要があるなどとの趣旨を含意していることは，容易に察しのつくところであったと

いうべきである。 

そうすると，被告人は，遅くともＣに前記指示をした時点において，被害者を被

告人方に誘い入れ，同所で被害者に暴行を加えることについては，当然にあり得べ

き成り行きとして十分想定していたものと認められ，ひいては共犯者との間で，生
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命又は身体に対する加害の目的で被害者を誘拐すること，更には，現に被害者に暴

行を加えることにつき意思を通じ合っていたものと強く推認されるところである。 

   イ また，被告人は，本件事件当日，前記のとおり被害者を被告人方に誘い

入れ，ＡとＢが被告人方に入って以降は，被告人の供述によっても，ＡやＢがかな

りの勢いで被害者に向かっていくなどする騒然とした状況を目の当たりにしたにも

かかわらず，なおもＡの指示に従って，被害者の身体を押さえ付け，その足首を紐

様のもので縛り，その衣服をはさみで切断するなどし，更には，暴行を受けて顔面

が腫れ上がるなどした状態の被害者が入った黒色手提げバッグを，Ｃと共に被告人

方マンションから運び出し，Ａの自動車の後部座席に乗せるなど，一貫して，Ａや

Ｂに指示されるがまま，事態の推移に応じた協力をしつつ同人ら共犯者と行動を共

にしていたものである。 

 この間，被告人は，共犯者が被害者に対してその顔面を拳で複数回殴る暴行を加

えた場面は見ていない旨述べているものの，いずれかの共犯者が被害者にそのよう

な暴行を加えて顔面打撲等の傷害を負わせたことは証拠上明らかと認められ，その

現場は相当に凄惨な状況を呈していたことが窺われるところ，そのような状況の中，

これを容認して，被告人が前記のとおり共犯者に協力し，共犯者と行動を共にして

いたことは，被害者に対する暴行について，この現場においてはさることながら，

前記アのとおり，この現場に臨む以前から，共犯者との間でその旨意思を通じ合っ

ていたことを合理的に推認させる事情である。 

   ウ なお，被告人は，ＡやＢに加害の意図があることは知らず，ただ同人ら

の指示に従ったにすぎないなどと供述するが，以上に述べたところに照らし，その

供述は不自然不合理というほかなく，信用することができない。 

   エ 以上によれば，被告人は，遅くとも本件事件の前日に，Ｃに本件ガラス

テーブルを片付けておくよう指示をした時点において，共犯者との間で，第１，第

３の各犯行，すなわち被害者を生命又は身体に対する加害の目的で誘拐すること，

更には被告人方で被害者に暴行を加えることにつき，共犯者と意思を通じ合ってい
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たものと認められる。 

  ⑵ア そして，その上で，被告人は，被害者に虚偽の事実を告げて被害者を同

行し，被告人方に入室させるという第１の犯行の実行行為そのものを担当している

のであるから，同犯行について，被告人が実行共同正犯としての罪責を負うことは

明らかである。 

   イ また，その後に行われた第３の犯行についても，被告人は，被害者に対

する暴行の実行行為そのものを行ったものではないものの，被告人方において，被

害者の身体を押さえ付け，その足首を紐様のもので縛り，その衣服をはさみで切断

するなど，被害者に対する物理的な実力行使にも及んでおり，被告人が，共犯者に

よる暴行に必要かつ重要な役割を担ったと評価し得ることは明らかである。 

 これらの被告人の行為は，いずれも共犯者の指示によるものであったとはいえ，

被告人は，被害者に対する暴行に向けられたそれらの指示の意味するところを十分

認識していながら，特段の抵抗もなくこれに従って行動しており，被告人の犯行へ

の関与には，相応の主体性，積極性も認められる。 

 加えて，被告人は，前記のとおり，本件事件の前に，Ａから，何らかの報酬を得

られる旨示唆されていたと認められるところ，この点，Ｃの供述によれば，被告人

は，Ｃとの会話の中で，本件により何らかの利得を手にする意図を前提とした発言

をしていたともいうのである。被告人はこの事実を否認するが，Ｃは，当時から被

告人と同居するなど親しい間柄にあったもので，Ｃが供述するその他の供述内容に

も不合理な点が見当たらないこと等にも照らせば，Ｃのこの供述は信用することが

できる。そうすると，被告人は，一定の利欲目的を有して本件に関与したものであ

ることが窺われ，このことも，被告人が単にＡやＢの犯罪に加担するというにはと

どまらず，自己の犯罪を行う意思で犯行に関与したことを推認させる。 

そうすると，第３の犯行についても，被告人は，自己の犯罪を行う意思，すなわ

ち正犯意思を有してこれに関与したものと認めるのが相当である。 

４ 結論 
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  以上の次第であり，被告人は第１，第３いずれの犯行についても共同正犯と

しての罪責を免れない。 

【法令の適用】 

 １ 罰   条  

    第１の行為につき   刑法６０条，２２５条 

    第２の行為につき   刑法６０条，２２０条 

    第３の行為につき   刑法６０条，２０４条 

２ 刑種の選択       第３の罪につき，懲役刑を選択 

 ３ 併合罪の処理      刑法４５条前段，４７条本文，１０条（最も重い

第３の罪の刑に法定の加重〔ただし，短期は第１

の罪の刑のそれによる〕） 

 ４ 未決勾留日数の算入   刑法２１条 

 ５ 訴訟費用の処理     刑事訴訟法１８１条１項ただし書（負担させない） 

【量刑の理由】 

被告人らは，加害の目的を秘して被害者に虚偽の事実を告げ，被害者を被告人方

に誘い入れた上，４人がかりで押さえ付け，手足を縛り，着衣を切断するなどして

一方的にその行動の自由を奪い，その間に顔面を複数回殴る暴行を加えて被害者に

全治約３週間を要する傷害を負わせ，挙げ句は被害者をバッグの中に詰め込み，そ

のバッグを被告人方から運び出すなどしたもので，一連の犯行態様は被害者の人格

を無視した誠に残忍なものである。被告人らは，相互に密接に連絡を取り合って事

前に犯行を計画し，各々の立場に応じた役割を分担しており，一定の計画性も認め

られる。被害者が抱いたであろう屈辱や恐怖感，無力感は察するに余りあり，バッ

グ内に詰め込まれた被害者が共犯者に連れ去られた後に死亡していることとも相俟

って，被害者の遺族が被告人らの厳罰を望むのも至極もっともなことというべきで

ある。被告人は，共犯者の指示に従った従属的立場であったとはいえ，自身も一定

の利欲目的を有し，さしたる躊躇もなくそれらの指示に従い，誘拐の実行行為を始
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めとして各犯行に主体的かつ積極的な関与をしているのであって，その刑責はＣよ

り重く，Ａ，Ｂに次ぐものである。 

そうすると，被告人の刑事責任は重く，被告人が公判廷において事実関係につい

ては概ね認め，反省の言葉を述べていること，被害者の遺族に対して合計２００万

円の弁償金を支払っていること，被告人に前科がないこと，被告人の母が社会復帰

後の監督を誓約していることなどの酌むべき事情を勘案しても，本件において被告

人に執行猶予を付することが相当であるとはいえず，酌むべき事情はその刑期の面

で十分考慮することとし，被告人に対しては主文の期間の実刑を科するのが相当で

あると判断した。 

（求刑－懲役４年） 

 平成３１年３月２９日 

名古屋地方裁判所刑事第４部 
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